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P42 地域包括支援

センター
① 地域包括支援センターの機能

強化

・総合相談支援の件数は減少しているもの

の、複雑な課題を抱えたケースは、より深刻

化しています。

・複雑化した課題を整理すると、個別の課

題ではなく市全体としての共通課題（身

寄り等がない方への対応や、買い物、通院

等の移動手段）であることが見えてきてい

ます。

・市全体としての共通課題に対し関係機

関と共有、連携することで課題解決に向け

て取り組んでいます。

・経済的な困窮や社会的孤立・虐待な

ど、高齢者だけでなく世帯全体として課

題を抱えているケースが増加しており、そ

れら困難な相談事例に対応できるよう、

各専門職種のスキルアップを図るととも

に、関係機関との連携が必要です。

　相談支援において課題の抽出と解決

する力を向上するためにケース会議や研

修会への参加などを通じ専門職としての

スキルアップを図っていきます。また地域や

居宅介護支援事業所、医療機関等の

関係機関と情報共有や連携により課題

解決を図ります。既存の制度やサービス

ではこれからの地域課題の解決が困難

な場合は、資源開発も検討します。

　所内でケース対応検討を行い、また研

修等への参加によりスキルアップをおこ

なっています。

ケースが抱える課題解決を目指し、地域

や居宅介護支援事業所、医療機関等

の関係機関と情報共有や連携を行って

います。

相談件数に対する連

携回数の割合
％ 72.8 73.8 74.8 75.0 75.0 75.0

P43 医療福祉政策

課

地域包括支援

センター

② 包括的・重層的な支援に向け

た連携体制の強化

・包括的・重層的な支援のため、令和3年

度より重層的支援体制整備事業に取り組

んでいます。

・高齢者をとりまく複合化した地域課題

に多機関が連携できる体制を整備して

いくことが必要です。

　高齢者を取り巻く複合化した地域課

題の解決に多機関が連携して取り組む

ため、地域ケア会議を積極的に開催しま

す。

　地域ケア会議運営会議をエリア毎に１

回ずつ開催しました。下半期にも１回ず

つ開催予定です。地域福祉課題を抽出

し、相談支援包括化推進員会議に報

告しています。

高齢者の関係した地

域ケア会議の開催回

数

回 17 21 16 22 22 22

P44 医療福祉政策

課
① 在宅医療・介護連携の推進 ・在宅医療と介護の連携において、地域福

祉計画推進委員会の専門部会の一つで

ある「保健・医療・福祉分野の連携検討

会」において多職種連携による支援のしくみ

づくりに取り組んでいます。

・「お薬手帳を活用した在宅患者の薬の管

理のしくみづくり」の継続的な取り組みを通

じて、多職種間連携のほか、専門職と患

者やその家族との関わりが高まっています。

・地域包括ケアシステムの構築に向け医

療や介護、福祉関係者間の連携強化

に取り組むとともに、課題の抽出・整理を

行い課題解決に向けた検討が必要で

す。

　2025年問題、さらにその先を見据え、

引き続き、在宅医療・介護連携の具体

的な取り組みを進めていく必要がありま

す。

　「伊賀市地域医療戦略2025」で示す

在宅医療をサポートする体制づくりや、

３つの地域包括ケア圏域で想定する高

齢者集中地域の動向を注視しながら、

各圏域に設置している地域包括支援セ

ンターと医療・介護・福祉事業者等が連

携し、地域に応じた地域包括ケアシステ

ムの構築を進めます。

　また、全世代型地域包括ケアシステム

の構築に向けては、「保健・医療・福祉

分野の連携検討会」を中心に、さらに多

職種間の連携を深め、課題の抽出や整

理を行う中で、新たな取り組みを進めて

いきます。

　「保健・医療・福祉分野の連携検討

会」を開催し、多職種間の連携を深め、

課題の抽出、整理を行い、在宅医療・

介護連携の取り組みを進めています。

　引き続き、「お薬手帳を活用した在宅

患者の薬の管理のしくみづくり」を進める

とともに、新たな取り組みとして「ＡＣＰ

（アドバンス・ケア・プランニング）」につい

ての議論を始めました。 保健・医療・福祉分野

の連携検討会の開催

回数（回）

回 2 2 4 4 4 4

P45 介護高齢福祉

課

（介護事業

係）

② 訪問看護等の充実 ・医療的ケアを必要とする要介護者が安心

して在宅生活を送るために、訪問看護をは

じめとする医療系の介護サービスの充実が

図られています。

・看護小規模多機能型居宅介護サービス

事業所や定期巡回・随時対応型訪問介

護看護サービス事業所が既にサービスを提

供しており、さらに新たな訪問看護事業所

も開設されてきています。

・今後は、高齢者の機能回復に向けた

サービスの需要動向を把握し、利用促

進を図っていくことが必要です。

　在宅介護の限界点を高め、誰もが住

み慣れた自宅や地域で暮らし続けられる

よう、訪問看護や、機能回復をめざした

訪問リハビリテーション、通所リハビリテー

ション等のサービスについてケアマネジャー

等との連携のもと、利用の促進を図って

いきます。また、小規模多機能型居宅

介護等のサービスについては、需要動向

を考慮しながら整備を図っていきます。

　令和７年度整備事業として、小規模

多機能型居宅介護事業所の公募を11

月～12月にかけて実施する予定です。

P45 医療福祉政策

課
③ リハビリテーションサービス提供

の充実

・医療保険で実施する急性期・回復期のリ

ハビリテーションから、介護保険で実施する

生活期リハビリテーションへ、切れ目のない

サービス提供体制の構築が進んでいます。

・高齢者の状況に合わせたリハビリテー

ションを利用できるよう、関係機関と連携

しサービスを提供していくことが必要です。

　個々の利用者が本人に適したリハビリ

テーションを利用しながら望む暮らしを送

ることができるよう「心身機能」「活動」

「参加」にバランスよく働きかけるリハビリ

テーションサービス提供の充実に向け、引

き続き関係機関と連携し、取り組みを進

めていきます。

課　題 施策の展開 指標 単位施策名 現  状
今年度の

進捗状況
基本目標 取り組み 頁 所属 番号

１　住み慣れた地

域で暮らし続けるた

めに

～地域共生社会の

実現に向けた地域

包括ケアシステムの

深化・推進と生活

支援の充実

(１）地域共生社会

の推進、相談支援体

制の充実

（２）医療計画との

整合性の確保、医療

と介護の連携体制の

構築
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P46 地域包括支援

センター
① 高齢者虐待防止策の充実 ・社会の高齢者虐待に対する関心が高くな

り、支援者を中心に通報の義務化により、

養護者による高齢者虐待の通報・認定件

数は年々増加傾向にあります。

・高齢者虐待検討委員会では、虐待の事

実の認定とともに、被虐待者の生命と財産

を守り、虐待を解消するために、被虐待者

及び養護者の支援を行っています。

・高齢者虐待防止のためには、早期発

見・早期対応が重要です。

・保健・医療・福祉の関係機関や地域

が、それぞれの立場で虐待を受けている

高齢者のサインに早期かつ敏感に気づく

ことが必要です。

・「もしかして虐待かも」と思った際には、

周囲の人が勇気をもって相談機関につな

ぐことが必要です。

　さまざまな機会を活用し、市民に対す

る早期発見の重要性を啓発するととも

に、相談者が気軽に相談できるよう窓口

対応能力を強化します。また、高齢者虐

待防止や発見のため、関係機関に対す

る研修会を継続して開催し、早期発見

のためのネットワークの強化を図ります。

　養護者による高齢者虐待の通報・認

定件数は昨年度に比べて減少傾向には

あるものの、依然として高水準で推移し

ています。虐待解消と養護者の支援を

目的として、継続して高齢者虐待検討

委員会を開催しています。また、研修会

を開催し虐待防止の啓発活動を実施し

ています。

相談件数 213 189 399 200 200 200

申立てに至った件数 20 24 22 20 20 20

P48 介護高齢福祉

課

（高齢福祉

係）

③ 日常生活自立支援事業 ・一人では日常生活に不安のある人が地

域において安心して自立した生活が送れる

よう、社会福祉協議会が本人との契約に

基づき、福祉サービスの利用援助を中心に

日常的な金銭管理等や重要書類等の預

かり・保管等の支援を行っています。

・本市では、低所得者の利用者に対して、

利用料の一部を助成しています

・利用者の本人らしい生活を支えること

ができるよう、利用者が安定して事業を

利用できる体制を整える必要がありま

す。

　認知症や障がい等により、一人では日

常生活に不安のある人の権利擁護を行

う重要な事業であり、単に金銭管理や

福祉サービス利用に関わる支援を行うの

ではなく、利用者の本人らしい生活を支

えることがこの事業の目的であることから、

利用者が安定して事業を利用できる体

制を整える必要があります。支援を必要

とする人が、安定して事業を利用できる

よう引き続き利用料の助成を行います。

　事業を行う社会福祉協議会より、今

年度の事業計画と補助対象者の支援

見込表を元に補助申請を受け、引き続

き、利用者が安定して事業を利用できる

よう交付決定を行いました。

補助見込人数：100名

P48 介護高齢福祉

課

（高齢福祉

係）

① 「伊賀市高齢者あんしん見守

りネットワーク」の充実

・保健・医療・福祉・介護の分野とともに、

商店・金融機関・交通機関・警察・消防

等、高齢者の生活に関わる社会資源の幅

広いネットワークとして、「伊賀市高齢者あ

んしん見守りネットワーク」の構築により、そ

れぞれの活動の範囲内で相互に連携を図

りながら見守り活動を行っています。

・「高齢者あんしん見守りネットワーク事業

の手引き」を作成し、ネットワーク会員に配

布を行っています。

・店舗数の縮小等により会員の登録数

が減ってきており、情報共有などネット

ワークの活用方法が構築されていないこ

とから、今後は具体的な活用方法や事

業展開について協議していくことが必要で

す。

　「伊賀市高齢者あんしん見守りネット

ワーク」の充実を図るため、ネットワーク会

員を対象に研修や講演会等を開催しま

す。店舗数の縮小等により、登録会員

が減少傾向にあるため、新規事業者の

参入について周知や啓発を行い、困りご

とを抱えた高齢者の発見・連絡・支援を

円滑に行えるよう、ネットワークのさらなる

充実に努めます。

　登録事業者全体に対して、登録情報

の確認を予定しています。また、地域包

括支援センターと協力し、認知症等に関

する研修会や講座の案内も併せて行っ

ていく予定です。 高齢者あんしん見守り

ネットワーク会員登録

件数

件 252 230 230 230 230 230

P49 地域包括支援

センター
② 地域ケア会議の充実 ・市内各地区において、医療・介護関係

者、民生委員・児童委員、地域住民代表

や関係機関などが集まって地域ケア会議を

開催しています。

・地域ケア会議において、個別ケースの解

決とともに、個別課題から見えてきた地域

課題の情報共有や問題解決を図っていま

す。

・重層的支援体制整備事業の一環とし

て、地域生活課題を抱える地域住民に

対する支援体制の検討について引き続

き積極的に会議を開催する必要がありま

す。

・「地域づくり・資源開発機能」「政策形

成機能」については、第４次伊賀市地

域福祉計画と連動しながら地域に共通

した課題の解決をめざすことが必要で

す。

　地域共生社会の実現に向け、これまで

構築してきた地域包括ケアシステムを最

大限に活用しながら地域生活課題の解

決を図るための検討を行います。現状の

サービスでは解決できていない問題や潜

在的なニーズに対応するため、地域支援

者や関係機関の多機関協働による地域

ケア会議を開催し、事例検討を通して個

別ケースの課題の解決を図るだけでな

く、個別ケースの解決から見えてきた地

域課題を抽出します。

　これまでに７回の地域ケア会議運営会

議を開催して、各関係機関が日頃抱え

る課題を共有し、地域福祉課題を抽出

しています。その中でも現状のサービスで

は解決できない問題が多くあることから、

相談支援包括化推進員を活用したり地

域福祉計画のプロジェクト会議等を活用

したりするなどして課題に取り組んでいると

ころです。

地域ケア会議の開催

回数（重層的支援体

制整備事業に係る会

議）

回 24 31 28 30 30 30

P50 医療福祉政策

課
③ 地域の事業者・団体との連携 ・2022（令和４）年度末までに、14の

事業者・団体等と高齢者の見守り等に関

する協定を締結しています。

・協定事業者の職員の気づきが自宅で倒

れていた高齢者の早期発見につながるな

ど、地域ぐるみの高齢者支援につながってい

ます。

・締結している協定事業者・団体との情

報交換を強化し、高齢者支援を促進し

ていくことが必要です。

　協定を締結している事業者・団体等と

定期的に情報交換を行い、市や社会福

祉協議会、地域福祉ネットワーク会議と

連携した地域ぐるみの高齢者支援を進

めます。

　地域での健康増進等の啓発や、訪問

時の見守り、募金を募って寄附いただく

など、各事業者ごとに取り組みを行ってい

ます。

　年度末に協定を締結している事業者・

団体等と情報交換を行います。

件

・成年後見制度の利用促進のため「伊賀

地域福祉後見サポートセンター」を設置し、

制度利用の相談や家庭裁判所への申し

立て手続きの説明、また、成年後見人にな

り得る市民後見人の養成・活用等を行って

います。

・伊賀市地域福祉後見サポートセンターを

中核機関として位置づけ、広報機能・相

談機能・成年後見制度利用促進機能・

後見人支援機能の充実を図っています。

・「伊賀市成年後見制度利用支援事業

実施要綱」を定め、親族等による後見開

始の審判請求が期待できない認知症高齢

者や障がい者について、市長が審判の申

立てを行い、また審判請求に伴う費用の助

成や後見人等の報酬助成を行う等、制度

の円滑な利用促進を図っています。

　成年後見制度は、判断能力が不十

分な人の財産や生活を守る重要な制度

であるものの、その利用方法や内容につ

いて、市民・医療機関・金融機関等関

係機関の制度に対する理解が進んでお

らず、市民に身近な制度とはいえない現

状があります。高齢化による家族や身寄

りのない人の相談件数が増えている状況

にあることから、サポートセンターと連携

し、講演会や出前講座を通じて、本人

の意思を尊重した生活を守るための成

年後見制度の周知・啓発を図ります。

　また、成年後見制度の利用が必要な

状況であるにもかかわらず、本人や親族

が申立てを行うことが難しい場合は、市

長申立の適切な活用を図り、財産管理

や身上監護ができるように支援します。

・成年後見制度の利用促進を図るた

め、伊賀地域福祉後見サポートセンター

と連携し、必要な時に必要な人が確実

に制度を利用できることが必要です。

・成年後見制度はまだまだ馴染みがな

く、広く使われていないという状況を踏ま

え、制度やサポートセンターの周知・啓発

に努める必要があります。

　成年後見制度の利用に関する相談件

数は伊賀地域福祉後見サポートセン

ター・地域包括支援センターの窓口のい

ずれでも増加しており、申立てにつなげら

れる件数も増加傾向にある。サポートセ

ンターを中心に、引き続き制度の周知・

啓発と、活動の担い手となる福祉後見

人の養成講座や活動のサポート支援を

行い、制度の利用が必要な人が適切に

利用が開始できるよう仕組みづくり進め

ています。

（４）地域ぐるみの

高齢者支援の推進

【重点】

（３）高齢者の権利

を守る支援の充実

成年後見制度の利用促進P47 介護高齢福祉

課

（高齢福祉

係）

②
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P51 介護高齢福祉

課

（高齢福祉

係）

④ 緊急通報システムの利用促進 ・一人暮らしの高齢者の安全確保や不安

の解消を図るため、在宅時の急病等の緊

急時にボタンを押すとコールセンターにつな

がる装置を貸し出しています。

・コールセンターでは、緊急時、登録されて

いる協力員へ訪問を要請し、救急車の出

動要請等緊急時の対応、看護師等による

健康相談への対応、月１回受信センター

から利用者へ電話による「お元気コール」を

行っています。

・人感センサーの標準設置により利用者本

人が通報できない状況であっても、センサー

の検知量が少ない場合、センターから安否

確認を行う等対応しています。

・利用回線を拡大したことにより、これま

で利用できなかった人も使用できる仕様

とし、引き続き、利用者数の拡大を図る

ための周知を継続することが必要です。

　一人暮らしの身寄りのない高齢者が増

加する中、安心して在宅での生活を続

けられるよう在宅サービスの需要はますま

す高まっています。一人暮らし高齢者の

日常生活の安全確保と離れて暮らす家

族の不安解消のため、更に周知を強化

するなど、沢山の人の利用を促進し、引

き続き高齢者の自立生活を支援しま

す。

　包括連携協定を結んでいる事業や民

生委員児童委員へチラシを配布、９月

には、行政情報チャンネルでお知らせ放

送や大山田地区民生委員児童委員総

会にてサービスの説明を行いました。

　８月末現在の設置数は190台です。

緊急通報装置設置台

数
台 164 184 197 185 190 195

P52 医療福祉政策

課
① 協議体コーディネート事業 ・2022（令和４）年度末までに、38の

地区で協議体（地域福祉ネットワーク会

議）が設置されました。

・設置後の各協議体が地域のニーズを把

握しながら、各地域の実情に応じた事業運

営ができ、また、協議体間の連携を深める

ことができるよう支援を行いました。

・引き続き未設置地区において設置支

援に取り組むことが必要です。

・設置後の運営支援については地域の

実情に応じてきめ細やかな支援を行うこ

とが必要です。

　未設置の地区の協議体の設置につい

ては、地域の状況に応じた支援を実施

し、早期の設置を促していきます。

　設置後の各協議体が地域それぞれの

状況に応じた地域課題の解決に向けて

自主的に取り組めるよう、伊賀市社会

福祉協議会と共に取り組みます。

　地域福祉ネットワーク会議未設置地

区においては、引き続き設置支援に取り

組みます。

　各協議体がそれぞれの状況に応じた地

域課題の解決に向けて取り組めるよう、

地域福祉ネットワーク会議連絡会で、研

修会や情報交換を行います。

地域福祉ネットワーク

会議設置数
箇所 37 38 38 39 39 39

P52 介護高齢福祉

課

（介護事業

係）

地域包括支援

センター

② 介護予防・生活支援サービス

事業

ア.訪問型サービス

イ.通所型サービス

・介護予防・日常生活支援総合事業とし

て、要支援者だけでなく基本チェックリストに

より把握された事業対象者に対し、多様な

サービスを提供しています。

ウ.介護予防ケアマネジメント

・高齢者の多様な生活ニーズに対し、地域

の実情に応じたサービスの提供が求められ

ており、住民主体の支援等のサービスや一

般介護予防事業の充実を図っています。

・要介護状態の高齢者が増加しており、

介護予防や重症化予防につながる介護

予防ケアマネジメントが重要です。

・住民主体の支援等や一般介護予防

事業の充実を図るとともに介護支援専

門員と地域福祉コーディネーターとの連

携等、インフォーマルサービスの活用を促

進することが必要です。

ア.訪問型サービス

　要支援者等に対し、掃除、洗濯等の日常生活上の支

援を行います。従来の予防給付と同等の「現行相当

サービス」と、身体介護（利用者の身体に直接触れる

介護サービス）を必要としない「緩和した基準によるサー

ビス（訪問型サービスＡ）」を設定しています。また、シ

ルバー人材センターが行う簡易なサービスも設定していま

す。今後も、個々の在宅環境に応じた支援を行います。

イ.通所型サービス

　要支援者等に対し、機能訓練や集いの場等日常生

活上の支援を行います。従来の予防給付と同等の「現

行相当サービス」と、入浴や機能向上トレーニングを必要

としない「緩和した基準によるサービス（通所型サービス

Ａ）」を設定しています。今後も、自立に向けた支援を

行います。

ウ.介護予防ケアマネジメント

　利用者の心身の状況や家庭環境、生活の中で置か

れている環境や状況に応じて、介護予防・生活支援

サービスその他の適切な事業が包括的・効率的に提供

されるよう地域包括支援センターを中心に専門的な視

点から支援を行います。介護予防や重症化予防につな

がる介護予防ケアマネジメントを通じて利用者本人がめ

ざし希望する生活を維持できるよう支援していきます。ま

た、地域社会資源の発見・創出もできる介護支援専門

員を育成し、介護保険のみならず障がい福祉や生活困

窮等幅広い知識を持ち、支援に活かすことができるよう、

研修会の内容を工夫していきます。

　ア・イについて、引き続き介護予防ケア

マネジメントに基づいたサービス利用によ

り、介護予防や重症化予防に繋がる支

援を行います。

　ウ.介護予防ケアマネジメント

令和5年度実績としては、年間4,014

件の介護予防ケアマネジメントを実施し

ました。

居宅介護支援事業所連絡会で地域福

祉コーディネーターと交流を図り、地域課

題の共有、インフォーマルサービスの活用

促進について協議しました。

P54 地域包括支援

センター

一般介護予防事業

（ア　介護予防把握事業）

　本人や家族等からの相談、民生委員やサロンを

運営している地域住民からの情報提供、地域に出

向く専門職や地域福祉コーディネーター等との連携

により収集した情報を活用して、虚弱や閉じこもり

等何らかの支援を要する人を把握します。

　さらに、医療・介護データの分析を行い地域におけ

る高齢者の生活実態や健康課題を把握・明確化

することにより、より効果的な介護予防施策の展開

につなげます。

　本人や家族、地域住民からの相談や

情報提供、また他の職種との連携によ

り、何らかの支援を要する人の把握に努

めています。 把握され介護予防事

業等につなげた人の数
人 259 290 376 330 340 350

P55 地域包括支援

センター

　老人クラブやサロン等への出前講座を

実施し、介護予防に関する知識の普及

啓発に取り組んでいます。いきいきサロン

の代表者を対象に、サロンに取り入れや

すい運動や脳トレなどを指導する研修を

実施しています。

P55 介護高齢福祉

課

（高齢福祉

係）

　新型コロナウイルス感染症の予防を徹

底したうえで、実施をしているため昨年を

上回るペースで老人クラブや、いきいきサ

ロン等から講師派遣の依頼があり、一回

当たりの参加者も増加傾向にあります。

　令和6年8月末日時点（9月未報告

のため）延べ参加人数：4,524(人)

11,000 11,500 12,0009,697
介護予防普及啓発事

業への参加者数
人 4,566 7,419

③ ・老人クラブや介護予防サロン等への出前

講座を実施し、介護予防に関する知識の

普及啓発に努めています。

・新型コロナウイルス感染症が落ち着きを見

せ規制が緩和されたことにより、徐々に活

動を開始している団体も出てきています。

・自身の健康づくりや介護予防に関心を持

つ人が増える一方で、自らの健康や介護

予防に関心の薄い人、健康づくりや介護予

防に取り組む機会に恵まれない人との健康

格差が広がっています。

（イ　介護予防普及啓発事

業）

（５）高齢者福祉

サービスの充実

（４）地域ぐるみの

高齢者支援の推進

【重点】

・身近な地域で仲間と共に介護予防に

取り組める環境づくりとして、介護予防に

関するボランティア等の人材を育成するた

めの研修、介護予防に資する地域活動

組織の育成や支援を行っていく必要があ

ります。

・本市には介護予防に資する社会資源

がまだ不足しており、身近な地域で介護

予防に取り組める拠点づくりを進めていく

ことが必要です。

・介護予防に関する知識の普及啓発及

び介護予防事業に対する需要が高まっ

ているため、効果的・効率的な事業の検

討・改善をして参加者を増やしていくこと

が必要です。

・地域での教室開催が参加者の増加に

つながっているが、まだ参加に至っていな

い高齢者を通いの場へ促す方策につい

て検討し、参加者を増やしていくことが必

要です。

・講座修了後に、グループ立ち上げに至

らない地域も存在しているため、養成講

座において動機付けを強化していくことが

必要です。

・誰でも気軽に参加でき、介護予防効

果が高くなるようなサロン活動を継続して

展開してもらえるような仕組みを作ってい

くことが必要です。

　新型コロナウイルス感染拡大防止による活動等の

自粛により、活動の機会が減ったことで心身共に機

能が低下してしまうことが懸念されていましたが、規

制が緩和されたとはいえ予防対策は行いつつ、安

心して通いの場での活動を継続できるようさらに取り

組んでいく必要があります。サロン等の場に参加する

ことで閉じこもりを防ぎ、健康への不安を解消し、安

心して在宅での生活を続けられるよう、老人クラブや

介護予防サロン等への出前講座を実施し、介護予

防に関する知識の普及啓発により一層取り組んで

いきます。2022（令和４）年度から、市内200

箇所程度あるいきいきサロンのスタッフを対象に介護

予防サロンに取り入れてもらいやすいメニューを指導

することで、介護予防活動の導入を促進します。ま

た、自宅や小グループで介護予防に取り組めるよ

う、フレイル予防に関するDVDを作成し、出前講座

等で啓発や貸出しを行っています。

3/11



伊賀市第７次高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画(令和６年度進捗状況） 　［基本目標１］　　　資料２

実　績　値 見　込　値

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度
課　題 施策の展開 指標 単位施策名 現  状

今年度の

進捗状況
基本目標 取り組み 頁 所属 番号

P55 地域包括支援

センター

（ウ　地域介護予防活動支

援事業）

　介護予防リーダー養成講座を開催し、身近

な地域で介護予防に取り組むグループの育

成を図ります。住民主体の介護予防教室の

新規立ち上げの支援を行うとともに、ボラン

ティアの組織化等、効率的な介護予防の在

り方を検討します。

　また、介護予防事業を実施するサロンに対

して適切な助成を行う等、市民自らがより積

極的に介護予防に取り組むことができるように

継続して支援を行います。

　9月より介護予防リーダー養成講座を

開始し、介護予防に関心が高い10名が

受講しています。運動を中心にしながらフ

レイル予防や教室組み立て等も内容に

取り入れています。

また、リーダー修了生に対し、知識・技術

をアップデートするための研修開催やグ

ループ立ち上げの支援を行っています。

介護予防グループの数 箇所 41 52 53 54 55 56

P56 地域包括支援

センター

（エ　地域リハビリテーション活

動支援事業）

　介護予防では、「心身機能」だけでは

なく、「活動」「参加」の要素にバランス良

く働きかけるため、通所、訪問、地域ケア

会議、市民主体の通いの場等におい

て、経験豊富な理学療法士、作業療

法士等のリハビリテーション専門職の技

能を活かした取り組みを推進します。

　介護予防リーダー養成講座で三重県

理学療法士会の理学療法士に講義を

依頼し、介護予防と運動の効果につい

ての講話により受講生の地域での活動

のモチベーション向上につながっています。

P56 介護高齢福祉

課

（高齢福祉

係）

④ 配食サービス ・高齢による心身の機能低下等により、調

理・買い物が困難な在宅の一人暮らし等

の高齢者を対象に、栄養バランスのとれた

食事を提供することで低栄養状態を改善

するとともに安否確認を行い、健康で自立

した在宅生活が送れるよう支援を行ってい

ます。

・高齢化が進み、支援が必要な人はま

すます増加し、抱えている課題は多様化

しており、情勢に応じて対象要件等の見

直しを行うことも検討することが必要で

す。

　今後ますます世帯の高齢化が進み、支援

が必要な人が増加すると見込まれ、在宅生

活を送る上で食の自立は心身機能を維持す

るためにも重要です。栄養バランスのとれた食

事の確保と健康で自立した在宅生活を維持

していくための見守り支援として、配食サービス

を継続して実施します。自立支援の観点から

サービス提供にあたってはアセスメントを的確に

行い、適切にサービスを提供していきます。

　高齢者福祉サービスガイドブックを活用

し窓口での案内やケアマネによる周知を

してもらっています。

　昨年度を上回るペースで利用されてい

ます。

令和６年９月末時点：

延べ配食数32,737（食）

延べ利用者数：1,151（人）

利用実人数 人 1,996 2,135 2,252 2,400 2,450 2,500

・心身の障がい等の理由で、理容店や美

容院に出向くことが困難な高齢者に対し、

訪問による理美容サービスを提供していま

す。

・利用者の増加に繋げるため、周知方法

を検討する必要があります。

　高齢者福祉サービスガイドブックを活用

し窓口での案内やケアマネによる周知を

してもらっています。

延べ件数：23（件）

訪問理美容サービス

利用件数
件 47 70 80 80 80 80

・一人暮らし等高齢者の在宅生活を支援

するため、外出の支援や家事の援助・家屋

内の整理整頓、生活上の衛生面を保つた

めの寝具の洗濯サービス等、在宅生活をす

る上でのちょっとした困りごとについて支援を

行っています。

・シルバー人材センターに事業を委託して

いるが、安全管理や人材不足から個々

のニーズに対応しきれないことが増えてい

ます。シルバー人材センターに委託内容

や人材派遣について、ニーズに対応いた

だけるよう協力を求めていくことが必要で

す。

　高齢者福祉サービスガイドブックを活用

し窓口での案内や広報への掲載、ケアマ

ネによる周知をしてもらっています、

令和６年９月末時点：

延べ利用時間：99（時間）

軽度生活援助サービ

ス事業利用時間
時間 186.5 152.0 206.0 180 180 180

P58 介護高齢福祉

課

（高齢福祉

係）

⑥ 養護老人ホーム ・養護老人ホームは、環境上の理由や経

済的理由により自宅での生活が困難な高

齢者が安心して生活するための施設です。

・高齢化の進展に伴い、低所得で経済的

援助を求められる家族や身寄りのない人等

家庭内での多様な問題を抱える高齢者が

増えており、養護老人ホームへの入所希望

者は増えています。

・高齢化の急速な進展に伴い、生活困

窮および社会的孤立の問題等が顕在

化しており、今後、介護ニーズ以外の面

で生活の問題を抱える高齢者が増加す

ることが見込まれ、福祉関係機関とのさ

らなる協議、連携が必要です。

　地域で生活を送る高齢者等の社会生活上の課

題を解決するため、相談の段階から、よりよい支援

方法について福祉関係機関と協議する場を設け、

適切な申請及び措置につなげていきます。

　措置するにあたっては、養護老人ホーム入所判定

委員会の判定に基づき適正な入所措置を行ってい

きます。

　入所後は、入所者の自立支援および社会参加

を促進します。また、住み慣れた地域に戻り自立し

た生活を送ることが可能な人に対しては、在宅生活

等の環境調整を地域包括支援センター等福祉関

係機関とともに行います。

　９月末までに入所判定委員会を２回

実施し、11人について入所措置を行い

ました。

P58 介護高齢福祉

課

（介護事業

係）

⑦ 有料老人ホーム ・高齢者が食事の提供や健康管理、必要

に応じた介護サービスを受けながら生活を

送る施設であり、民間事業者が整備から

運営までを行っています。

・介護保険の特定施設入居者生活介護

の指定を受けている有料老人ホームに入

居している場合は、介護給付が受けられ、

一定の自己負担で介護サービスの利用が

可能となっています。

・一人暮らし高齢者や夫婦のみ高齢者

が増加することが見込まれ、高齢者の需

要を把握していくことが必要です。

介護保険施設や他の居住系サービス等

の整備により、有料老人ホームに対する

ニーズはほぼ充足していると考えられます

が、一人暮らしや夫婦のみの暮らしに不

安を覚える高齢者が、安心して地域で

暮らし続けられるよう、有料老人ホームの

需要の把握に努めます。また、今後も介

護保険サービス事業所等一覧に掲載

し、必要な人への情報提供を行います。

・需要の把握は、次年度において改めて

事業計画策定に向け実施するニーズ調

査で行うこととし、今年度は引き続き必

要としている人へ必要な情報が届くよう、

内容を精査し情報提供を行っていきま

す。

③ ・老人クラブや介護予防サロン等への出前

講座を実施し、介護予防に関する知識の

普及啓発に努めています。

・新型コロナウイルス感染症が落ち着きを見

せ規制が緩和されたことにより、徐々に活

動を開始している団体も出てきています。

・自身の健康づくりや介護予防に関心を持

つ人が増える一方で、自らの健康や介護

予防に関心の薄い人、健康づくりや介護予

防に取り組む機会に恵まれない人との健康

格差が広がっています。

⑤ 在宅支援サービス

（５）高齢者福祉

サービスの充実

　一人暮らし高齢者の在宅生活を自立

したものとするため、清潔で快適な生活

を送る支援や、日常での軽易な作業に

ついて支援し、在宅生活を継続するため

の援助を行い、生活の質の向上をめざし

ます。

また、住民主体（自治会等）による生

活援助として、掃除や洗濯、調理などの

日常生活に対する援助を行う「訪問型

サービスＢ」の可能性について検討してい

きます。

P57 介護高齢福祉

課

（高齢福祉

係）

・身近な地域で仲間と共に介護予防に

取り組める環境づくりとして、介護予防に

関するボランティア等の人材を育成するた

めの研修、介護予防に資する地域活動

組織の育成や支援を行っていく必要があ

ります。

・本市には介護予防に資する社会資源

がまだ不足しており、身近な地域で介護

予防に取り組める拠点づくりを進めていく

ことが必要です。

・介護予防に関する知識の普及啓発及

び介護予防事業に対する需要が高まっ

ているため、効果的・効率的な事業の検

討・改善をして参加者を増やしていくこと

が必要です。

・地域での教室開催が参加者の増加に

つながっているが、まだ参加に至っていな

い高齢者を通いの場へ促す方策につい

て検討し、参加者を増やしていくことが必

要です。

・講座修了後に、グループ立ち上げに至

らない地域も存在しているため、養成講

座において動機付けを強化していくことが

必要です。

・誰でも気軽に参加でき、介護予防効

果が高くなるようなサロン活動を継続して

展開してもらえるような仕組みを作ってい

くことが必要です。
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P59 介護高齢福祉

課

（高齢福祉

係）

① 高齢者の移動手段の確保 ・誰もが利用できる交通手段として、伊賀

鉄道、近鉄大阪線、JR関西本線・草津

線などの鉄道、三重交通の路線バス、行

政バスや地域運行バス、タクシーなどの公

共交通が運行しています。

・公共交通機関を補完する移動手段とし

て、病院や各企業が運行する送迎バスや、

「福祉有償運送」等も運行しています。

・福祉有償運送は、公共交通機関やタク

シー等での移動に制約のある高齢者等を

対象に、定期的な通院、通所、レジャー等

を目的に、特定非営利活動法人（NPO

法人）や社会福祉法人等により展開され

ています。

・本市では、安定的な事業運営ができるよ

う福祉有償運送事業を行っている事業者

に対し支援を行い、移動制約者のための

交通手段の確保に取り組んでいます。

・移動制約者にとって福祉有償運送事

業による移動支援サービスは通院や買い

物など社会生活を送るうえで必要不可

欠な手段であるため、引き続き安定した

運営が行えるよう支援することが必要で

す。

　福祉有償運送の利用ニーズが高まる

中、本市内の交通整備を行う関係機関

等と連携し、福祉有償運送事業を行う

非営利活動法人（NPO法人）等の安

定した運営を継続して支援していきま

す。さらに、道路運送法に基づく許可・

登録が不要な自家用車を使用し、地域

が主体となって、高齢者の通院や買物

等の移送や移送前後の生活支援を行う

「訪問型サービスＤ」の可能性についても

検討を行います。

・福祉有償運送については、６つのNPO

法人、３つの社会福祉法人が運営をし

ています。NPO法人については、安定し

た運営の継続支援として補助金申請を

受け付けています。

・新たな移動支援サービスの可能性の検

討をすすめるため、地域交通や移動支

援に関わる担当部署が集まり、現在の

状況と課題について報告や意見交換を

行いました。
福祉有償運送事業補

助金額
千円 9,664 10,522 9,818 11,448 11,500 11,500

P60 住宅課 ② 高齢者の居住支援 ・日常生活や介護に不安を抱く一人暮らし

等の高齢者が、施設入所ではなく、住み慣

れた地域で安心して暮らすための高齢者

住宅について関心が高まっています。

・高齢者の増加により、高齢者の身体

機能に対応した住宅の整備が必要で

す。

　市営住宅団地の再編にあたっては、高

齢者の身体機能に対応した住宅を提供

できるよう努めます。また高齢者が安心し

て生活するために、住宅を必要とする人

への情報提供ができるよう関係機関との

連携を強化します。

市営住宅団地の再編による整備は具体

的な取り組みが進んでいませんが、現行

の市営住宅において手摺等を設置する

ための模様替申請に対して５件の承認

を行いました。

P61 介護高齢福祉

課

（介護事業

係）

① 災害時の支援体制の整備 ・「伊賀市避難行動要支援者避難支援プ

ラン」に基づき作成した避難行動要支援者

名簿を活用し、さらに災害時の避難支援

等を実効性のあるものとするための個別避

難計画の作成に向け関係機関としくみづく

りを進めています。

・災害時に迅速かつ的確な救援活動を

行うためには、一人暮らし高齢者等要

配慮者の情報を把握していく必要があり

ます。

　平時における地域での見守り活動を充

実させるため、避難支援等関係者に、

情報提供に同意した避難行動要支援

者の情報を提供します。また、地域の共

助（助け合い）により災害時に避難行

動要支援者の避難支援や安否確認等

を安全かつ確実に行うことができるよう個

別避難計画の作成に取り組み、地域の

防災体制の支援に努めます。

　避難行動要支援者名簿に登載されて

いる者の個別避難計画策定に向け、モ

デル地区を設定し、地域や地域福祉

コーディネーター、ケアマネジャー等福祉

関係機関等へ順次説明会を行い、防

災への意識向上も図っています。

　今後、福祉関係機関を中心に計画作

成を進めていきます。

P61 介護高齢福祉

課

（高齢福祉

係）

② 防犯啓発の推進 ・悪質商法、特殊詐欺、ネットトラブルなど

に関する相談は後を経たず、高齢者を狙っ

た振り込め詐欺をはじめとする特殊詐欺被

害は高い傾向で推移しています。

・被害を未然に防ぐため、街頭啓発や出前

講座などの回数を増やすことにより、啓発を

図っています。

・高齢者を対象とした特殊詐欺の被害

は依然として多発しており、手口も多様

化、複雑化しており、福祉関係機関との

連携を図っていくことが必要です。

　高齢者の防犯意識を高めるため、「伊

賀市高齢者あんしん見守りネットワーク」

等の福祉関係機関と情報共有を行い、

継続して注意喚起を行います。また、出

前講座の申込みが増加するよう、周知

や広報の方法を検討していきます。

　伊賀市高齢者あんしん見守りネット

ワークに登録のある事業者に対して、登

録情報の確認を予定しています。

　今後はサロンや老人クラブ等に対して、

資料を送る際に、住民課が行っている消

費者トラブル対策出前講座の案内を同

封するなどし、防犯意識を高める機会の

提供を図っていきます。

P62 介護高齢福祉

課

（介護事業

係）

③ 災害や感染症に対する備え ・介護サービスは、利用者やその家族の生

活のために必要不可欠なもので、災害や

感染症の発生時においてもサービスを継続

する必要があり、令和６年４月から、各介

護事業所には、業務継続計画の策定が

義務付けされています。

・介護事業所等においては、災害及び

感染症対策に係る計画等の策定や訓

練等の実施、必要な物資の備蓄、設備

等の点検整備など、平常時から備えてお

く必要があります。

　災害や感染症への対策を充実していく

ため、関係機関と連携した支援体制の

整備を図るとともに、介護事業所などの

職員が感染症に対する理解や知見を有

した上で業務にあたることができるよう、

介護サービス事業者などへの集団指導

などを通じ、職員への定期的な研修及び

訓練の実施を働きかけ災害時においても

適切な対応ができるよう支援していきま

す。

　市指定の地域密着型サービス事業所

において定期的に開催されている「運営

推進会議」において、感染症への対策や

防災への取り組み状況など把握に努め、

必要な助言を行っています。

（７）安全・安心の

まちづくりの推進

（６）住み良いまち

づくりの推進
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P63 健康推進課 ① 健康増進事業の推進 ・市民が心身の健康づくりに関心を持って

取り組めるように、地域の団体等を対象に

健康に関する教室を実施しています。

・健康相談や訪問指導により、こころと身

体に関する個別の相談に応じ、必要な保

健指導や助言を行っています。

・生活習慣病の早期発見・早期治療のた

め、がん検診、特定健診、歯周疾患検診

等の各種検（健）診を実施しています。

・日頃から健康づくりに関心を持ち、生活

習慣の改善に取り組むことで生活習慣病

の予防や介護予防につなげていくことが必

要です。

　健康教育、健康相談、訪問指導等を通

して、市民一人ひとりの健康への関心を高

め、疾病の予防や健康づくりを推進してい

きます。

また、疾病の早期発見、早期治療のため、

各種検（健）診の目的・効果・必要性に

ついて広く周知し受診を促します。

　健康教育、健康相談、訪問指導等を

通して、市民一人ひとりの健康への関心

を高め、疾病の予防や健康づくりを推進

しています。また、疾病の早期発見、早

期治療のため、各種検（健）診の目

的・効果・必要性について広く周知し受

診を促しています。引き続き事業を進め

ていきます。

P64 保険年金課 ② 生活習慣病の予防および重

症化予防の推進

・高血圧や脂質異常、糖尿病などの生活

習慣病予防や、重症化予防のため、食生

活の改善や運動習慣の定着をめざした特

定保健指導や、糖尿病性腎症重症化予

防事業を実施しています。

・高齢者の生活改善や健康増進に向け、

生活習慣病予防と重症化予防に関する

情報等を提供していくことが必要です。

　健康寿命の延伸をめざし、生活習慣病

予防に関する情報を広く市民に向けて提

供し生活改善につながるよう支援します。

　また、生活習慣病の発症や重症化予防

に重点を置いた特定保健指導や糖尿病

性腎症重症化予防事業を実施します。自

身の健康問題に気づき、食生活改善や運

動習慣の定着などの生活改善をめざして、

継続的に健康づくりに取り組むための支援

をします。生涯にわたり切れ目のない健康

づくりが継続できるよう、保健事業と介護予

防事業を一体的に実施していきます。

P64 保険年金課 ③ フレイル対策、重症化予防の

推進

・国では高齢者の保健事業と介護予防の

一体的実施を推進しています。

・これまで個々に独立していた医療情報、

健診情報、介護情報等を関連付けたデー

タ解析が可能になり、整理・分析された地

域の健康課題をもとに、より効率的な疾病

予防・重症化予防、介護予防事業を実

施することができます。

・医療保険制度ごとに実施されている保健

事業を、適切に継続していくことが必要で

す。

　保健師が高齢者の保健事業と介護予

防の一体的実施事業の中心となり、事業

全体の企画・調整・分析を行います。国保

データベースシステムを活用し、フレイルのお

それのある高齢者や支援すべき対象者を

抽出します。対象となった高齢者には、保

健指導や介護予防教室への参加を促しま

す。

　また、データ分析から地域の健康課題を

明らかにし、より効果的な啓発活動につな

げます。通いの場等に医療専門職が関与

し、高齢者が自らの健康状態に関心を持

つことで、フレイル予防等の重要性について

浸透を図ります。

P65 商工労働課 ① 高齢者の就労・雇用支援 ・「高年齢者等の雇用の安定等に関する

法律」が改正され、希望者全員を対象とす

る65歳までの雇用が義務化されたことによ

り、高齢者の就労・雇用促進が図られてい

ます。

・就労は、高齢者にとって収入を得るだけで

なく、生きがいとしても重要であり、高齢者

の就労・雇用の促進が必要です。

・関係機関との連携を強化するとともに、引

き続き巡回相談を実施していくことが必要

です。

　高齢者の就労・雇用促進については、社

会福祉協議会、ハローワーク等関係機関

との連携を強化するとともに、企業に対して

は、各種助成制度の情報提供を図ること

により、高齢者の継続雇用等を働きかけて

いきます。

　また、関係機関との連携を強化するととも

に、引き続き巡回相談を実施します。

　高齢者の就労・雇用の促進を含め、

住民の就労に関する相談を行うために職

業相談員を設置し巡回相談を実施して

おり、９月末時点で96回実施しました。
職業相談員による巡

回相談実施回数
回 205 203 183 192 192 192

P66 商工労働課 ② シルバー人材センターとの連携 ・定年延長や再雇用等、高齢者の雇用を

取り巻く社会の状況が大きく変化しており、

シルバー人材センターの会員減少や、それ

に伴う仕事の受託件数の減少が進んでい

ます。

・シルバー人材センターの自主的な事業方

針を尊重しつつ、高齢者を取り巻く状況の

変化に合わせて、会員の確保に向けた取り

組みを促進しています。

・参加者数が減ってきているため、周知方

法を工夫するなど関係機関と協働して実

施していくことが必要です。

　高齢者に就業機会を提供することで、高

齢者の豊かな経験や技能を活用し、受注

業務の拡大や就業機会の増大を図るとと

もに、地域の介護予防・生活支援サービス

の担い手となるよう、基盤となるシルバー人

材センターの機能充実に向け支援していき

ます。参加者数が減ってきているため、周知

方法を工夫するなど関係機関と協同して

実施していきます。また、総合事業の訪問

型サービスの担い手として、引き続き、協力

を求めていきます。

　定年退職後等の高年齢者に対して地

域に密着した仕事を提供し、もって高年

齢者の生きがいの充実や社会参加の促

進を図るためにシルバー人材センターへの

支援を行っています。また、高齢者の就

労機会が広がるようにシルバー人材セン

ターと協力し市内一円で高齢者職業相

談を実施しており、９月末時点で12回

実施しました。

高齢者職業相談実施

回数
回 21 22 22 22 22 22

（２）就労・ボラン

ティア活動の促進

２　いきいきと活動

するために

～介護予防と生き

がいづくり・社会参

加の促進

　後期高齢者医療被保険者を対象に、

ハイリスクアプローチ（ハイリスク者への個

別指導）及びポピュレーションアプローチ

（通いの場等での健康教育等）を計

画通り実施しています。

・ハイリスクアプローチ

　「低栄養予防」「口腔機能の低下予

防」「糖尿病性腎症重症化予防」「その

他の生活習慣病の重症化予防」「健康

状態不明者の状態把握」の５つの分野

に取り組んでいます。実被指導人員81

人。

・ポピュレーションアプローチ

　保健師、栄養士、歯科衛生士が、地

域の通いの場等に出向き、フレイル予

防、生活習慣病予防をテーマに健康教

育を実施しています。実施回数44回。

指標

２　いきいきと活動

するために

～介護予防と生き

がいづくり・社会参

加の促進

（１）健康づくり・介

護予防施策の充実・

推進

【重点】

単位基本目標 取り組み 頁 所属 番号 施策名 現  状 課　題 施策の展開
今年度の

進捗状況
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今年度の

進捗状況

P67 介護高齢福祉

課

（高齢福祉

係）

③ 高齢者ボランティアの促進 ・介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の

結果によると、サークル・グループ等への参

加頻度としては、「ボランティアのグループ」、

「学習・教養サークル」、「スポーツ関係のグ

ループやクラブ」、「趣味関係のグループ」の

いずれについても「参加していない」が最も

多くなっています。

・「健康づくり活動や趣味等のグループ活

動」や「健康づくり活動や趣味等のグループ

活動への企画・運営」についても、「参加し

たくない」が多くなっています。

・高齢者が要介護状態になることをできる

限り予防する観点から、地域づくり活動等

に参加したいが参加していない方や参加し

たくない方に対して、介護予防の普及啓発

を行っていく必要があります。

・ボランティア活動や趣味等を通じて地域

社会と交流できるよう、高齢者の日常生活

上の支援体制の充実と高齢者の社会参

加の推進を図る必要があります。

　伊賀市地域福祉計画の理念に基づき、

地域における健康づくりや福祉サービスの

展開にあたって、高齢者の協力を得ていくと

ともに、子どもの登下校の見守り、認知症

高齢者等の見守りや地域活動の担い手

等、高齢者ボランティアの活動と今後も活

動を継続していけるよう支援していきます。

　地域づくり活動への参加意欲を持って

もらえるように、介護予防活動等の普

及・啓発の新たな方法について検討中で

す。

P68 生涯学習課 ① 生涯学習の推進 ・生涯学習センター及び地区市民センター

等では、各種生涯学習やサークル活動が

開催され、市民が集い、学び、コミュニケー

ションを育む場として、生涯学習活動の普

及啓発が図られています。

・きめ細かく学習活動を推進するために、住

民のニーズに応じた事業や地域課題の解

決につながる講座等を開催し、人材育成

に努め、地域で活躍できる機会の充実を

図っています。

・生涯スポーツにおいては、ゲートボールやグ

ラウンド・ゴルフなどの軽スポーツは、世代間

交流の場としても実施されています。

・多くの高齢者が参加することのできる機会

を充実していくことが必要です。

　新しく生涯学習推進体制を構築し、高

齢者のニーズに応じ近場で気軽に参加し

やすい学習機会や仲間づくりの場とした内

容の講座等を開催していきます。

　また、地域で活躍される人材の発掘など

地域における生涯学習活動を支援してい

きます。

　生涯学習センターでは、悠々セミナー

や定住自立圏連携事業「講演会・現地

見学」等、高齢者の学びにつながる講座

等を実施しています。また、読み聞かせボ

ランティア養成講座は、地域で活躍して

いただく人材育成を目的に開催していま

す。

　各地区市民センター等では、高齢者の

楽しみや生きがいにつながる教室や講

座、健康や防災・防犯に関わる講座

等、様々な事業を実施しています。

P68 介護高齢福祉

課

（高齢福祉

係）

② 高齢者の自主的な活動への

支援

・老人クラブでは、地域の高齢者が明るい

長寿社会を目指して仲間づくりを通じた生

きがい活動や健康づくりなど、生活を豊かに

するレクリエーション活動を始め、知識や経

験を活かして、地域を豊かにする社会活動

に取り組んでいます。

・年々、老人クラブへの新規加入者が減少

しており、さらにクラブの会員組織自体の高

齢化も伴って事業運営がスムーズに進んで

いません。

・市連合会からの脱退や、クラブが継続で

きないために活動を停止している地域が増

えています。

・地域によって活動内容に差が見受けられ

るなど、課題が浮き彫りとなっています。

　今後、高齢化がますます進む中で、老人

クラブの存在は地域コミュニティを維持する

上で極めて重要な組織であると考えます。

地域社会の担い手の一つとして、魅力的で

社会貢献度が高い活動、特技・技能を活

かした活動を生きがいづくりの場として展開

できるよう、適正な補助金の交付に努めま

す。伊賀市老人クラブ連合会事務局として

支援している伊賀市社会福祉協議会と情

報共有し、新規会員の獲得のための、魅

力のある活動内容の充実や計画的かつ継

続的に活動ができるよう、各地域のクラブ

活動状況の把握に努め、事業展開に役立

つ情報提供を行います。

　伊賀市老人クラブ連合会加入の５地

区70クラブの申請がありました。そのうち

単位老人クラブは44クラブの申請があり

ました。（９月末現在）

　老人クラブ連合会、単位老人クラブが

行う活動・運営に対して県や市の助成を

することにより、老人クラブ活動のより一

層の活性化を図り、高齢者の生きがいや

健康づくりを推進し、住みなれた地域で

自立した生活を続けるための介護予防

活動の支援を行っています。

（２）就労・ボラン

ティア活動の促進

（３）生きがい活動

の推進

２　いきいきと活動

するために

～介護予防と生き

がいづくり・社会参

加の促進
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P70 地域包括支援

センター
① 認知症サポーターの養成 ・「認知症サポーター」とは、認知症サポー

ター養成講座を受け、認知症を正しく理解

し、認知症の人や家族を温かく見守り応援

するボランティアです。

・近年は、スーパーや銀行など、住民が利

用する身近な施設の従業員を対象とした

講座開催も増加しています。

・認知症に対する画一的で否定的なイメー

ジの払拭と、認知症や認知症の人への理

解を深め、認知症の人や家族が安心して

地域で過ごせる「共生」社会の周知啓発に

努めています。

・認知症サポーターを中心とした支援チーム

（チームオレンジ）の整備に向けて、認知

症サポーター養成講座受講修了者を対象

としたステップアップ講座を開催することが必

要です。

・共生をテーマにした講演会を開催すること

で、認知症の理解者・支援者を増やし、認

知症になっても安心して住み続けることので

きるまちづくりをめざすことが必要です。

　認知症サポーターの養成を今後も積極

的に進めていきます。また、2024（令和

６）年度中に設置予定のチームオレンジ

において認知症サポーターの活動の場がで

きることで、学習したことが実践につながり、

より認知症の人や家族への理解が深まるこ

とが期待されます。認知症を正しく理解し

接することで、認知症の人が安心して生活

できることにつながるとともに、地域包括支

援センター等の相談支援機関に早期につ

ながることが期待できます。

　学校や事業所、地域住民等を対象

に、養成講座を開催しています。

　今年度から、認知症という病気の理解

だけでなく、認知症の人の気持ちに焦点

をあてた内容に変更をしています。

　７月に一部のサポーターを対象に、ス

テップアップ講座を開催しました。 認知症サポーター数 人 7,763 8,298 8,746 9,300 9,800 10,300

P71 地域包括支援

センター
② 認知症の人本人からの発信

支援

・2019（令和元）年６月に示された「認

知症施策推進大綱」の中では、認知症の

人とともに同じ社会の一員として地域を創っ

ていくために、本人発信支援が具体的な施

策として取り上げられました。

・認知症の人本人が自らの言葉で語り、と

もに自分らしく暮らし続けることのできる地

域共生社会をめざすことが必要です。

　認知症の人本人が、自身の希望や必要

としていること等を本人同士で語り合う「本

人ミーティング」の取り組みを進めます。こう

した場を通して、本人の意見を把握し、認

知症の人本人の視点を認知症施策の企

画・立案や評価に反映できるように努めま

す。

　「本人ミーティング」の開催については、

認知症の人同士が出会う機会自体が

少なく潜在的なニーズも未把握の状況で

す。

　認知症であっても安心して自分の希望

等が話せる環境づくりのため、認知症に

対する周知啓発を継続して実施していき

ます。

P72 地域包括支援

センター
① 認知症予防につながる活動の

推進

・介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の

結果によると、「本や雑誌を読んでいる」

「健康についての記事や番組に関心があ

る」「趣味がある」「生きがいがある」等の認

知症予防につながっていくと思われる意識を

持っている人が増えています。

・身近な場所で仲間とともに軽運動に取り

組む自主グループの創設や、介護予防サ

ロン等での認知症予防に関する知識の普

及啓発に努めています。

・地域の「通いの場」を増やし、認知症予

防につなげていくことが必要です。

　地域における高齢者が身近に通える場を

拡充することは、運動不足の改善や生活

習慣病の予防、社会的孤立の解消や役

割の保持につながり、ひいては認知症発症

の遅延や発症リスクの低減に寄与するもの

です。今後も地域に「通いの場」を増やすと

ともに介護予防サロンが効果的に開催でき

るよう、地域福祉コーディネーターと連携し

ながら取り組みを進めます。

　医療・介護データを活用した地域の健康

課題の分析を進め、分析結果を有効に活

用した通いの場への積極的な関わりを進

め、認知症予防に取り組みます。

　既存のサロンや通いの場を対象に認知

症予防講話等を行い、社会的孤立を防

ぐことが認知症予防に効果が期待できる

ことを周知しています。

P73 地域包括支援

センター
② 早期発見・早期対応・医療体

制の充実

・2015（平成27）年10月、認知症の

早期診断・早期対応のため、地域包括支

援センターに認知症初期集中支援チーム

を設置しました。

・地域包括支援センターにおける認知症の

相談件数は年々増加しており、認知症初

期集中支援チームのメンバーである専門医

の助言を受けながら、適切な医療・介護

サービス等に速やかにつなぎ、できるだけ長く

住み慣れた地域で暮らすことができるように

支援をしています。

・もの忘れ相談プログラムによる、「脳の健

康チェック」を実施し、個人の生活状況・健

康状態を聞き取り、予防に資するとされて

いる生活様式についての情報提供を行って

います。

・脳の健康チェックにより認知機能の低下の

心配のある人には、医療機関を紹介してい

ます。

・介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の

結果によると、認知症に関する相談場所の

周知がまだまだ不足していることが課題と

なっています。

　金融機関や小売店、行政の窓口等で高

齢者の様子から認知症の可能性に気づ

き、地域包括支援センターにつながるケース

が年々増加しています。必要な人が必要

なサポートを受けられるよう、関係機関との

連携を一層強化していくため、日常的に地

域の関係機関と連携のとれる関係づくりを

めざします。

　認知症初期集中支援チームでは、月

１回の定例会議を通して、認知症が疑

われる人への早期対応を行っています。

　認知症月間（９月）には、認知症関

連事業の周知啓発を通して、認知症に

関する知識や相談先の情報提供を行い

ました。

　もの忘れ相談プログラムによる「脳の健

康チェック」では、早期発見、早期対応だ

けでなく、認知症のリスクとなる生活習慣

への改善指導を行うなど、予防啓発も

行っています。

P74 地域包括支援

センター
① 認知症の人と家族の居場所づ

くり

・認知症になっても安心して暮らせる地域

づくりの一つとして、認知症カフェを開催して

います。

・認知症カフェは、認知症の人や介護家

族、地域住民や専門職等、誰もが参加で

きる場となっています。

・交通の便が悪い等の理由で参加者が固

定化しているため、運営できる人材を育成

し、実施箇所を増やすことで、参加者の増

加を図っていく必要があります。

　認知症の人や介護家族、地域住民や専

門職等、誰もが参加できるよう、気軽に集

まり、交流できる集いの場を増やします。

　また、チームオレンジの活動拠点となり、

認知症サポーターが実践的に認知症の人

や家族と関わることで、認知症に対する理

解が深まり、認知症の人が過ごしやすい地

域づくりにつながることが期待できます。

　市主催の認知症カフェを月１回、市内

２か所で開催しています。参加者同士

の交流を通して、認知症への理解を深め

たり、予防への取り組みにつなげていま

す。 認知症カフェ実施箇所

数
箇所 4 4 5 5 6 7

３　認知症になって

も安心して暮らすた

めに

～「共生」と「予防」

今年度の

進捗状況
施策の展開課　題現　状基本目標 取り組み 頁 所属 番号 施策名

（１）普及啓発・本

人発信支援

（２）認知症の予防

の推進

（３）家族に対する

支援の充実

単位指標
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令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

今年度の

進捗状況
施策の展開課　題現　状基本目標 取り組み 頁 所属 番号 施策名 単位指標

P75 地域包括支援

センター
② 家族同士の支え合い（ピア活

動）の推進

・隔月で開催している「認知症の人と家族

の会つどい・交流会」を支援しています。

・認知症の人の家族が集まり困りごとや悩

み等を分かち合う中で、お互いに癒され、

明日への活力を与え合うことができます。

・近年は、参加者が固定化してきており、こ

のつどいを有効に活用いただくために、周知

を図る必要があります。

　認知症の人と家族の会によるつどいは、

家族同士が気兼ねなく話のできるピアカウ

ンセリングの場所として重要な役割を果たし

ます。つどいの仲間で認知症の街頭啓発や

講演会等のイベントに参加する等、社会や

地域に向けての啓発活動にも取り組んでい

きます。

　隔月開催の「認知症の人と家族の会

つどい・交流会」の支援をしています。

　家族会メンバーが中心となり、介護者

同士がお互いの思いを安心して話すこと

ができる場となっています。

　9/12に、市内商業施設において会の

活動啓発を行いました。

P75 介護高齢福祉

課

（高齢福祉

係）

③ 認知症高齢者家族やすらぎ

支援事業

・認知症高齢者を介護している家族が、所

用で留守にする場合や介護疲れで休息を

必要とする時間帯に、やすらぎ支援員が対

象者の居宅を訪問し、認知症高齢者の見

守りや話し相手を行っています。

・介護する家族に対して、さらにリフレッシュ

する時間を提供することが必要です。

　認知症高齢者を介護する家族にリフレッ

シュする時間を提供することにより、介護す

る家族を支援します。自宅から場を移して

介護サービスを利用することが困難な認知

症高齢者を介護している場合、本事業を

活用することが有用であるため、引き続き

周知を行います。利用者とやすらぎ支援員

の信頼関係を築くためにも、利用者の希望

条件に合ったやすらぎ支援員を派遣できる

よう、やすらぎ支援員の養成に努めます。

　利用者が減少し、一人となっていた利

用者が施設に入所したことから０人とな

りました。利用者と支援員の信頼関係を

築くことが困難なであることから、昨年度

中に周知をした結果新しい利用者も増

えず、令和７年度末で事業を廃止しま

す。

P76 介護高齢福祉

課

（介護事業

係）

④ 地域密着型サービスの充実 ・認知症対応型共同生活介護（グループ

ホーム）をはじめ介護保険事業の地域密

着型サービスは、高齢者が要介護状態に

なっても住み慣れた地域で生活を継続でき

るよう支援するサービスとなっています。

・認知症対応型共同生活介護（グループ

ホーム）、認知症対応型通所介護、小規

模多機能型居宅介護に加え、夜間対応

型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪

問介護看護、看護小規模多機能型居宅

介護などが整備されています。

・今後、サービスの需要を把握しながら、整

備の展開を図っていくことが必要です。

　認知症対応型通所介護等認知症ケア

に特化したサービスや小規模多機能型居

宅介護等の施設機能を地域で展開するタ

イプのサービスについて、需要の動向に注視

しながら、整備を含め本市における展開を

図っていきます。

　令和７年度整備事業として、小規模

多機能型居宅介護事業所の公募を11

月～12月にかけて実施する予定です。

P76 介護高齢福祉

課

（高齢福祉

係）

① 認知症の人とともに生きるまち

づくりの推進

・高齢者が住み慣れた地域で安心して暮ら

し続けられるために「伊賀市あんしん見守り

ネットワーク」による地域の民間企業と連携

した体制づくりを行っています。

・認知症等の理由により行方不明になるお

それがある高齢者に対して、「見守り安心

シール」の交付を行い、認知症高齢者を地

域全体で見守る体制づくりとその家族の不

安の軽減のため、サービスの周知啓発を

行っています。

・今後も認知症高齢者が増えていく中で、

さらに市民や地域に携わる市民に対する情

報提供を行っていくことが必要です。

　認知症等で帰宅困難となり行方不明に

なるおそれのある高齢者等の早期発見や、

事故等に巻き込まれることを防止するため、

「伊賀市高齢者あんしん見守りネットワー

ク」等を活用し、一般の市民をはじめ民生

委員・児童委員等の地域に携わる人を対

象とした講演会や研修会の開催等の情報

提供を行います。

　また、ＧＰＳ機能付端末の初期登録費

用の助成や、「見守り安心シール」を必要と

する高齢者とその家族に利用してもらえるよ

う周知啓発に努めます。

　伊賀市高齢者あんしん見守りネット

ワークは、利用登録のある事業所の情

報が最新のものであるか確認を予定して

います。確認と併せて地域包括支援セン

ターと連携し、認知症に関する研修会や

講座等の案内を行う予定です。

　GPS機能付き端末の利用助成につい

ては、包括連携協定を結んでいる事業

所へチラシ配布の協力を依頼し、民生

委員児童委員には、サービス内容の周

知のためチラシの配布を行いました。その

効果もあり、問い合わせや申請がありまし

た。

　GPS端末：１５人

　見守り安心シール：１９人

（内11人GPS兼る）９月末現在

P77 地域包括支援

センター
② チームオレンジの構築 ・認知症サポーターが認知症の人と共に活

動する「チームオレンジ」を設置するため、認

知症サポーターを対象に、ステップアップ講

座の開催を進めています。

・今後も｢チームオレンジ｣のさらなる設置

と、「認知症カフェ」の拡大が必要です。

　「チームオレンジ」を設置することで、認知

症サポーターが認知症の人との活動を通し

て、認知症の人への理解がさらに深まること

が期待できます。また、認知症サポーターの

具体的な活動拠点ができることで、チーム

オレンジの拠点となる「認知症カフェ」事業

の拡大にもつなげていきます。

　７月にステップアップ講座を開催しまし

た。同月より、「チームオレンジ」として１

団体が認知症カフェの運営を開始しまし

た。

（４）認知症バリア

フリーの推進

（３）家族に対する

支援の充実
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令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

（３）市町村特別

給付の実施

P93 介護高齢福祉

課

（高齢福祉

係）

① 市町村特別給付 ・本市では、紙おむつ等介護用品の給

付を市町村特別給付として行っていま

す。

・在宅介護を推進するために紙おむつ等

介護用品の給付は必要です。

・必要に応じて、対象者や上限額の見

直し等、他市の条件等を参考にしながら

要綱等改正を検討していくことが必要で

す。

　要介護認定を受け在宅で暮らす人に

対して、紙おむつ等の購入にかかる費用

について一定の給付をします。

　高齢者福祉サービスガイドブックを活用

し窓口での案内やケアマネによる周知を

してもらっています。

　例年と同程度の水準で利用されていま

す。

令和6年9月末時点

延べ給付費：12,546（千円）

市町村特別給付費

（紙おむつ等介護用

品）

千円 25,487 25,296 25,681 25,300 25,400 25,500

P95 地域包括支援

センター
② 介護支援専門員（ケアマネ

ジャー）の支援

・個別の支援困難事例に対しては主任

介護支援専門員が、担当の介護支援

専門員と同行訪問をする等して指導・

助言を行っています。

・2023（令和５）年度は居宅介護

支援事業所連絡会を立ち上げ、市内

の居宅介護支援事業所が抱える課題

について話し合い、解決に向けて関係

課と協議を重ねています。

・個々の介護支援専門員のスキルアップ

と各居宅介護支援事業所の課題解決

力向上が必要です。

・伊賀市介護支援専門員連絡会を通

して学びたい内容を協議し、研修や事例

検討会を実施することが必要です。

　各種関係団体と連携しながら、地域

包括支援センターの主任介護支援専門

員が介護支援専門員への支援を実施し

ていきます。介護支援専門員の資質の

向上のために、年に３回以上の研修会

および５回の事例検討会を開催し、より

質の高いケアマネジメントをめざします。ま

た、居宅介護支援事業所連絡会を通し

て、介護支援専門員が抱える課題を明

らかにして、関係課や関係団体と協議を

重ね解決を目指します。

　個別の支援困難事例に関しては、担

当の介護支援専門員と同行訪問する

等して、相談・助言を行っています。

　介護支援専門員向け研修は１回、

事例検討会は２回開催しています。

　居宅介護支援専門員連絡会は１回

開催して、次年度の運営方法、協議内

容等について話し合っています。

地域包括支援セン

ターに配置された主任

介護支援専門員が支

援した延回数

回 333 261 272 280 270 260

・医療福祉政策課福祉監査係、介護

高齢福祉課介護事業係や地域包括支

援センター等、関係部署と連携して合同

実施を行う等、より効率良く進めることが

必要です。

　令和６年６月２８日付で第１回介

護サービス事業者等集団指導として１

回終了している。
介護サービス事業者

等に対する集団指導

等開催回数

回 2 2 2 1 1 1

・一部コロナ禍により前年度分を当年度

分で行ったため実施件数が増え、引き続

き、コロナの感染状況に応じて柔軟に対

応していくことが必要です。

　年間実施予定の運営指導総数２１

回（事業所）に対して８回（事業

所）の運営指導が終了している。

運営指導数 回 15 17 15 21 21 15

P97 介護高齢福祉

課

（介護事業

係）

④ 社会福祉法人が行う減免事

業への助成

・助成要件を満たしている１法人にのみ

助成しています。

・低所得者の負担軽減のために、事業

の継続と、引き続き社会福祉法人に対

し、低所得者が介護サービスを利用した

場合には補助金申請を行ってもらうよう

積極的に促していくことが必要です。

　低所得者が安心して介護保険サービ

スを利用できるよう、社会福祉法人が行

う減免事業への助成を実施します。ま

た、制度の普及を図るため積極的な情

報提供に努め、未実施の社会福祉法

人には実施を働きかけます。

　各社会福祉法人での利用状況を把

握し、その状況に応じて法人へ働きかけ

を行っていきます。
社会福祉法人等利用

者負担軽減補助金対

象法人数

法人 2 1 3 3 3 3

（５）介護者支援の

充実

P98 介護高齢福祉

課

（高齢福祉

係）

介護者支援の充実 ・介護が必要となっても、高齢者が住み

慣れた自宅での生活を継続できるよう、

在宅で高齢者を介護している家族等を

対象に、介護方法や認知症介護予防

啓発、介護者の健康づくり等についての

知識・技術を習得するための教室を開

催しています。

・対象者が開催情報を得にくい状況に

あり、参加者が減少傾向にあります。

・2023（令和５）年度からは、地域

やグループ等からの要請に応じて、講師

を派遣する方法を取り入れています。

・高齢者が参加するためには、被介護者

の居場所を確保することが必要です。

・介護サービス事業所等への事前予約

が難しいことや、介護者自身が多忙とい

うことで参加者が集まりにくいため、地域

に呼び掛ける等して、参加者の増加を目

指すことが必要です。

　高齢化の進展により介護を必要とする

人は増加傾向にあり、それに伴い家族

介護者も増加傾向にあります。仕事と介

護を両立させるための負担により、介護

者の心身の健康の悪化や経済的な負

担から、高齢者に対する虐待等のリスク

にも繋がるため、悩みを抱える介護者の

早期発見と相談支援に繋がるよう努めま

す。

　今後も、介護者のニーズを踏まえた内

容の検討や介護に関心のある人を対象

とした気軽に参加しやすい教室の開催な

ど、介護に関する知識と情報の提供に努

め、介護者の身体的・精神的負担の軽

減を図ります。

　伊賀市社会福祉協議会へ委託。協

議の上令和5年度より開催方法を変更

しているため、参加者は増加傾向にあり

ます。

令和6年8月末時点（9月分未報告の

ため）

延べ参加者数：111（人）

家族介護教室事業参

加者数
人 0 39 457 430 430 430

・正確な情報の伝達・共有により不正

等の行為を未然防止するために、年１

回以上、管理者等を１か所に集合させ

て行うものとして、集団指導を行っていま

す。

・介護保険施設等ごとに、介護サービス

の質、運営体制、介護報酬請求の実

施状況等の確認のため、運営指導とし

て、原則、実地により行っています。

　利用者に対する介護保険サービス等

の提供にあたり、法令等に則った適正な

事業運営、利用者個々の状態に応じた

適切なサービスの提供に加え、高齢者の

尊厳の保持に関わる取り組み等、介護

サービス等の質の確保・向上を目的とし

て介護サービス事業者等への集団指導

や個別の運営指導等を実施するととも

に、指導監督等における事業者への支

援の充実を図るために、関係部署と連

携して合同実施を行う等、より効率良く

進めていきます。

　また、介護職員等の負担軽減をめざし

て、介護現場の文書量の削減等の取り

組みを推進します。

単位現　状 課　題 施策の展開
今年度の

進捗状況

指標

(1月あたりの

利用状況)

施策名

（４）利用者本位の

サービス提供の推進

基本目標 取り組み 頁 所属 番号

４　介護が必要と

なっても安心して暮

らすために

～介護保険事業の

充実

P96 医療福祉政策

課

（福祉監査

係）

③ 介護従事者・事業所の資質

向上と業務の効率化

10/11



伊賀市第７次高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画(令和６年度進捗状況） ［基本目標４］　　資料２    

実　績　値 見　込　値

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度
単位現　状 課　題 施策の展開
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(1月あたりの

利用状況)

施策名基本目標 取り組み 頁 所属 番号

（６）介護人材の確

保と資質の向上及び

介護現場の生産性向

上の推進

P99 地域包括支援

センター

介護高齢福祉

課

（介護事業

係）

介護人材の確保と資質の向

上及び介護現場の生産性向

上の推進

・介護支援専門員をはじめ介護に従事

されている方の高齢化が進んでいます。

・本市では、これまでも介護人材として

外国人の方を確保する等の取り組みを

進めてきました。

・高齢化が進む中、全国的に介護を担

う人材の不足が課題となっています。

・増大する介護需要に合わせ、これまで

の取り組みを強化するほか、介護人材の

確保・定着・育成を総合的に推進してい

くことが必要です。

　不足する介護人材の確保にあたって

は、介護の仕事の魅力向上を図る等人

材の新規参入の促進、潜在有資格者

の掘り起し等人材の新規参入を促す

「確保」策、介護職

に就いた人材が長く働けるよう、キャリア

アップ確立の支援や働きやすい環境づく

り等事業者を支援する「定着」策、そして

質の高い介護サービスを安定的に提供

できるようにするため、各種研修支援等

のスキルアップを支援する「育成」策の３

つの側面から総合的に取り組みを推進し

ます。

その中で、「確保」策として、市内の介護

事業所が一丸となり伊賀市全体で介護

人材を発掘するためのセミナーの開催を

各介護サービス連絡会と共に行います。

また、「定着」策の一つとして、介護支援

専門員の資格更新に要する費用の補

助などの支援に向けて取り組みます。

　居宅介護支援専門員連絡会を通し

て、各種手続きの簡略化等を検討、関

係課と協議しています。

　介護人材の確保・定着支援として制

度を構築するために、他自治体における

支援対策の情報収集を行っています。
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